




公　示　制　度　一　覧

所得税 法人税

根拠条文 所得税法　２３３条
施行規則　１０６条

法人税法　１５２条
施行規則　　６８条

相続税法　４９条

公示要件
税額　1,000万円超 所得　4,000万円超

　　　（2,000万円超）
（相続税）　課税価格　２億円超
　　　　　　　遺産総額　５億円超
（贈与税）　課税価格　4,000万円超

公示事項

①　氏名
②　住所
③　所得税の額

①　法人の名称
②　納税地
③　代表者の氏名
④　所得金額
⑤　事業年度の開始及び終了の日

①　氏名
②　納税地
③　課税価格

公示期間 翌年の5月16日～5月31日 申告書の提出があった日から３か月
以内に、少なくとも１月間

申告書の提出があった日から４か月
以内に、少なくとも１月間

公示方法 税務署の掲示場その他公衆の見やす
い場所に掲示

税務署の掲示場に掲示 規定なし

公示対象と
なる申告書
の種類等

翌年の3月31日までに提出された確定
申告書又は当該申告書に係る修正申
告書

確定申告書又は当該申告書に係る修
正申告書

期限内申告書、期限後申告書、修正
申告書

申告期限

翌年の2月16日～3月15日 事業年度終了の日の翌日から２月以
内

（相続税）　相続の開始があったことを
　　　　　　　知った日の翌日から10月
　　　　　　　以内
（贈与税）　翌年の2月1日～3月15日

（注）１．法人税の（　）書きは、事業年度が６月以下の場合である。
　　　２．相続税の課税価格とは各相続人の課税価格であり、遺産総額とは被相続人の財産の価額から債務の金額を控除した後の金額
　　　　である。

相続税・贈与税





日　  　本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス

あり あり

主        体 各税務署 各国税局（県単位）

公 示 対 象 管内の高額納税者 管内の全ての納税者

公 示 内 容
（氏名・住所除く） 税額 所得金額及び税額

公 示 方 法
　　　リストの掲示
（5月16日～5月31日の
期間のみ）

　　　リストの閲覧
（リストを閲覧できるの
は管内の納税者に限
定、閲覧者は閲覧内容
を公表してはならない）

なし あり あり なし なし

（昭和29年に廃止） （情報提供により課され
た額の15%以内の報奨）

（当局幹部の裁量によ
る報奨。ただし50ポンド
超の場合は大蔵省の承
諾必要）

なし

（昭和25年に廃止）

なし なし なし なし

（リストの閲覧）

所 得 税 の 公 示 制 度 等 の 各 国 比 較

なしなしなし

申 告 書 閲 覧 制 度

第 三 者 通 報 制 度

公 示 制 度



 
 
 

  

 
平成 14 年度の税制改正に関する答申(抄) 

 
平成13年 12 月 

税 制 調 査 会 
二 平成 14年度税制改正 

３．租税特別措置等の整理・合理化 

 租税特別措置等は、特定の個人・企業の税負担を軽減することにより、経済政策、社会政策等の特定の政策目的を実現する

ための政策手段である。このため、「公平・中立・簡素」という租税原則に反する例外措置として設けられている。 

 上記の租税原則の観点から、租税特別措置等を常に見直し、課税ベースを拡大していく必要があると言えよう。その際、全

法人の約７割が欠損法人であるほか、個人所得課税において個々の納税者の負担水準が低下し、働く人のうち概ね４分の１程

度が非納税者となっている状況の下では、租税特別措置等の政策効果が限定的となっていることに留意せねばならない。 

 また、経済社会が急速に変化し多様化する状況においては、個人・企業の自由な活動を通じて、効率的な資源配分が可能と

なる環境を整備することがより重要であり、これが経済社会の活性化に資すると考える。これまで税制を政策的に活用してき

た結果、現行の税制に歪みが生じており、効率的な資源配分が妨げられている。したがって、租税特別措置等の見直しを通じ

て、税制を個人・企業の経済活動に対して中立的なものとすることが極めて重要である。 

さらに、歳出面で補助金などの思い切った見直しが行われている中で、実質的に補助金の裏返しである租税特別措置等は、

ゼロベースからの見直しを含め、従来にない大幅な整理・合理化を行わねばならない。 

   個々の措置について具体的に見直す際には、以下のような視点からの明確な基準が必要である。 

?  政策目的・効果 

   租税特別措置等は、あくまで政策手段であり、その政策目的や効果を常に検証していく必要がある。 

?  政策手段としての適正性 

   他の政策手段との比較において、特定の政策目的を達成するために最適な手段かどうかについて検討する必要がある。 

?  利用実態 

   一定期間利用実態の低調な、いわば形骸化した措置については廃止すべきであると考えられる。 



　租税特別措置による減収額（19,420億円）の内訳（平成14年度ベース）

生・損保控除 老人等
マル優
（注）１

そ　 の 　他 法　　人　　税 そ　の　他

６，０１０億円 ２，６９０億円 １，７３０億円 ２，４７０億円 ４，３４０億円 ２，１８０億円

（30.9％） （13.9％） (8.9%) （12.7％） （22.3％） （11.2％）

所　得　税　  12,900億円(66.4％） 法人税   4,340億円(22.3％） その他

住　宅　ロ　ー　ン　控　除 投資減税

（景気対策）

(10.9%)

２，１２０億円

　　　? 　上記のほか、相続税の小規模宅地等及び特定事業用資産についての課税価格の特例による減収額が1,360億円ある。

（注）? 　老人等マル優については、15年1月から段階的に縮小し、障害者等マル優に改組される（18年1月）。



平成１４年度改正における企業関係租税特別措置の廃止・創設項目

○ 廃止した項目（１０）

・ 中小企業新技術体化投資促進税制

☆・ 沖縄の工業等開発地区内において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除又は特別償却

☆・ 沖縄の特別中小企業者が事業化設備等を取得した場合等の特別税額控除

・ 製品輸入額が増加した場合の特別税額控除

・ 再生資源分別回収設備の特別償却

・ 特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却

・ 特定の拠点地区における産業業務施設の特別償却

・ 低開発工業開発地区における工業用機械等の特別償却

☆・ 自由貿易地域投資損失準備金

・ 創業中小企業投資損失準備金

○ 創設項目（８）

☆・ 沖縄の金融業務特別地区内において金融業等用の建物等を取得した場合の特別税額控除

☆・ 産業高度化地域内において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除又は特別償却

☆・ 経営革新計画の承認を受けた沖縄の中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別税額控除又は

特別償却

・ 日本国際博覧会出展準備金

・ 新幹線鉄道大規模改修準備金

☆・ 情報通信産業特別地区における認定法人の所得の特別控除

☆・ 金融業務特別地区における認定法人の所得の特別控除

・ 銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例

（注）☆は、沖縄関係の租税特別措置をあらわしている。



                    北欧諸国の「二元的所得税」 （未定稿） 

 

 

 ス ウ ェ ー デ ン ノ ル ウ ェ ー フ ィ ン ラ ン ド デ ン マ ー ク 

勤 労 所 得 

 

・勤労所得 （３１～５６％） 

（累進税率） 

・個人所得 （２８～４７.５％） 

（累進税率） 

・稼得所得 （２３.２～５７.８％） 

（累進税率） 

・個人所得 （３２.８～５９.７％）  

（累進税率） 

資 本 所 得 ・資本所得 （３０％） 

（比例税率） 

・一般所得 （２８％） 

（比例税率） 

・投資所得 （２９％） 

（比例税率） 

・資本所得 （３２.８～５９.７％） 

（累進税率） 

・株式所得 （２５～４０％） 

（累進税率） 

（３年超保有株式等に係る譲渡
益・配当） 

法 人 税 率 ２８％ ２８％ ２９％ ３２％ 

導 入 年 等 １９９１年  １９９２年 

 

１９９３年 １９８７年 

（１９９４年に二元的所得税
から乖離） 

（備考） ２０００年現在。各国資料による。 

二元的所得税の理論的仕組み 
・ 「資本所得」と「勤労所得」を「分離」して課税 
・ 「勤労所得」は「累進税率」で課税 
・ 「資本所得」は「比例税率」で課税 
・ 資本所得の税率は「勤労所得の最低税率及び法人税率と等しく」設定 

 「資本所得」の例 
･ 利子、配当、株・土地等のキャピタルゲイン、家賃、

事業収益（投資収益的部分）等 
「勤労所得」の例 

・ 賃金、給与、フリンジベネフィット、社会保障給付、
事業収益（賃金報酬的部分）等 
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(注)1. 日本は14年度当初予算ベース。日本以外は、「Revenue Statistics 1965-2000 (OECD)」及び「National Accounts (OECD)」により作成。
    2. 租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得を含む。
    3. 財政赤字の国民所得比は、日本については一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。
　  4. 老年人口比率は、日本については2002年の数値(「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所、平成14年１月推計)による）、その他の
      国は2000年の数値(国連推計による)である。

資 産 課 税 等

消 費 課 税

法 人 所 得 課 税

38.3%

75.4%
73.8%

68.3%

社 会 保 障 負 担

個 人 所 得 課 税

財 政 赤 字

日　本 フィンランド デンマーク スウェーデンノルウェー

〔18.5〕 〔14.9〕 〔15.0〕 〔17.4〕〔15.4〕〔老年人口比率〕

60.2%

（2002年度） （1999年） （1999年） （1999年） (1999年）

49.6%

69.3%

55.8%

18.7%

4.5%

14.9%

19.7%

上段: 社会保障負担率
下段: 租税負担率

 国民負担率 (対国民所得比)

15.5%

22.9%

45.3%

-8.6% +8.5% +2.6% +4.4% +2.4%



所 得 の 分 類

● 所得分類は所得の計算方法等が異なることを前提に構成
● 所得の計算方法は金融商品の種類により自ら異なる

所得の分類 対 象 所得金額の計算方法（原則） 金融関連
(例)

利 子 所 得 公社債や預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信 収入金額（＝所得金額） 預金の
託や公募公社債等運用投資信託の収益の分配 利子

配 当 所 得 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息 株式などを取得 株式の
、投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用投 収入金額－ するための借入 配当
資信託を除く）及び特定目的信託の収益の分配 金の利子

不動産所得 不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の 収入金額－必要経費
貸付けによる所得

事 業 所 得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業 収入金額－必要経費 (株式の
その他の事業から生ずる所得 譲渡益)

給 与 所 得 俸給、給料、賃金、歳費、賞与など 収入金額－給与所得控除額 (ｽﾄｯｸ・
ｵプｼｮﾝ）

退 職 所 得 退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける （収入金額－退職所得控除額）×
給与など

山 林 所 得 所有期間５年超の山林の伐採又は譲渡による所得 収入金額－必要経費－特別控除額（50万円）

譲 渡 所 得 資産の譲渡（建物等の所有を目的とする地上権の設定 収入 売却した資 特別控除額 株式の
等を含む。）による所得 － 産の取得費 － 譲渡益

金額 ・譲渡費用 （50万円）

一 時 所 得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一 収入 収入を得る 特別控除額 保険の
時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価と － ために支出 － 差益
しての性質を持たないもの 金額 した費用 （50万円）

雑 所 得 国民年金、厚生年金などの公的年金等 （公的年金等）収入金額－公的年金等控除額 為替差益
公社債の

上記の所得のいずれにも当てはまらないもの （公的年金等以外）収入金額－必要経費 償還益




